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債務負担行為の変更

(単位 :千円)

事項

補正前 補正後

期 間 限度額 期 間 限度額

尾鷲警察署庁舎整

備に係る業務委託
令和6年度 636,514 令和6年度 829,811

尾鷲警察署庁舎整備に係る業務委託契約において、改修すべき工事箇所が

増加したこと、建築資材の価格高騰等に伴い工事費が増額することなどから、

限度額を8億 2, 981万 1千円に変更するもの



「三重県警察関係手数料条例の一部を改正する条例案」

1 改正の経緯

道路交通法及び道路交通法施行令の一部改正に伴い、二重県警察関係手数料条例

(平成12年二重県条例第22号)の一部を改正するものです。

改正内容は、特定小型原動機付自転車運転者講習及び一般原動機付自転車に関す

る規定が整備されたため、特定小型原動機付自転車運転者講習に関する講習手数料

の新設及び所要の規定を整備するものです。

2 二重県警察関係手数料条例の一部改正の概要

(1)特定小型原動機付自転車運転者講習手数料の新設

手 数 料 の 種 別 ・ 区 分 手数料の額

講  習

手 数 料
特定小型原動機付自転車運転者講習

講習 1時間につき

2,000円

(2)条文の改正

特定′l理型原動機付自転車の規定が整備されるとともに、従来の「原動機付自転車」

の定義が、「一般原動機付自転車」に改められたため、現行条例の第8条第 1項第15

号 (審査手数料)の条文中にある「原動機付自転車」を「一般原動機付自転車」に改

める。

3 施行日

令和 5年 7月 1日
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